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ごあいさつ

平素より農中信託銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。この小冊子は、皆
様に当社を一層ご理解いただくために作成したもので、当社の経営方針、業務内容、業績などに
ついてご説明するものです。

当社は、農林中央金庫 100%出資の信託銀行として平成 7年 8 月に設立されました。設立以
来、JA組合員・地域社会、農林中央金庫・農林漁業系統団体および事業法人等のお取引先様へ
ご提供する信託サービスの向上に注力してまいりました結果、平成 19 年度末（平成 20 年 3月期）
の信託財産は約 14 兆 4 千億円となり、創業以来最高を達成することができました。収益につき
ましても、平成 18 年度に続き経常ベースで増収増益を確保いたしました。これもひとえに皆様
方からいただきましたご支援の賜物と心から感謝し、厚く御礼申し上げます。

平成 19 年度において、当社は、お客様からの信頼と信用を旨とし、法令等遵守態勢やリスク
管理態勢を充実させ、社会的責任と公共的使命を全うすることをはじめとした「経営方針」のもと、
「中期経営計画（平成 19 年度～平成 21 年度）」を策定いたしました。同計画では、お取引先の
皆様にとって「小粒であっても存在感のある信託銀行」を目指すことを経営の基本戦略とし、「攻
め」のビジネス戦略二本柱として「系統の信託銀行にふさわしい特色ある信託機能の発揮」と「農
林中金・当社の強みを活かした成長戦略の実践」を置き、これらを支える「守り」の二本柱とし
て「経営管理態勢の充実・高度化」と「多様な人材が活躍する活力ある職場作り」を据え、全役
職員一丸となって次のような取り組みを進めてまいりました。
信農連等機関投資家のお客様のアロケーション戦略を踏まえた運用商品の提供に加え、不動
産管理信託やCMBS（商業用不動産担保証券）受託などお客様の資産流動化ニーズにも的確に
対応いたしました。さらに、年金信託や投資運用業態勢整備など新規業務や新たな顧客層の拡大
にも積極的に取り組み、着実に業務基盤を広げることができました。特に、年金信託では、平成
19 年 9 月に初となる受託を頂戴することができました。農林中金グループの中立性やマーケッ
ト分野におけるユニークさを背景とし、当社がこれまで培ってきた独自のノウハウをベストミッ
クスした信託サービスのご提供に努めてまいりましたが、このような当社の姿勢に対しご評価と
ご期待をいただいているものと感謝いたしております。
また、高齢化の進展等に伴い JA組合員の旺盛なニーズがある遺言信託業務では、組合員との
長期的な信頼関係発展を見据えた代理店 JAの資産相談業務サポートを行ってまいりました。系
統素畜導入資金等農業担い手金融支援、森林再生、自然ふれあい教育振興、郷土芸能振興、福祉
支援等、公益信託を通じた系統団体の社会貢献活動においても、当社ならではの公共的役割を積
極的に果たしております。
このように「中期経営計画」の初年度におきましては、お蔭様で順調な業績をあげることができ
ましたが、同計画に当社の将来像として掲げた「存在感のある信託銀行」に近づくためにも、お取
引先の方々が求める信託機能を的確に把握し、付加価値と専門性を有する絞り込んだ信託サービ
スの提供を続けてまいります。当期も原油等原材料高やサブプライムローンショックの影響により
不透明な経済・金融環境が続くことが予想されます。このような環境変化のなかでも柔軟かつ機動
的に意思決定し行動する存在感のあるビジネスパートナーでありたいと考えております。

これからもお客様の信頼を前提に資産を信託されて
いる社会の公器であることを常に念頭に置きながら、
J-SOXをはじめとする金融商品取引法、日本版 SAS70
対応、金融・信託検査マニュアル、バーゼルⅡ規制や改
正信託法等法令諸規則を踏まえたコンプライアンス態勢
や内部管理態勢の高度化を継続し、また、これらを担う
多様な人材が活躍する活力ある職場作りを進め、将来を
見据えた足腰の強い経営基盤構築に一層注力してまいり
ます。

今後とも皆様の格別のご支援とご鞭撻を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

平成 20 年 7月
代表取締役社長　安田　義則
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役員

あゆみ

（平成 20 年 7月 1日現在）

役 職 氏 名 担 当
代表取締役社長 安 田　 義 則
取 締 役 会 長 小 林　 新 一
代表取締役専務 山 本　 広 一
常 務 取 締 役 由 井　 照 人
常 務 取 締 役 戸 山　 章 弘
取 締 役 千 葉 　 進 企 画 総 務 部 長
取 締 役 曽 我　 道 正 営 業 統 括 部 長
取 締 役 芳 村　 有 蔵 営 業 第 二 部 長
取 締 役（ 非 常 勤 ） 高 橋　 則 広
常勤監査役（社外監査役） 大 田 　 正
監査役（社外監査役） 岩 城 　 求
監 査 役 梅 北　 正 史

平成 7年 8月 17 日 農林中央金庫 100％出資の業態別子会社として農中信託銀行株式会社設立
9月 22 日 農中信託銀行開業
9月 25 日 ファンドトラストを初受託
9月 28 日 金銭債権の信託を初受託
11 月  2 日 投資信託を初受託
11 月 10 日 有価証券の信託（債券）を初受託

平成 8年 9月 30 日 損保の取引信用保険を組み込んだ金銭債権の信託受託
平成 9年 3月 31 日 期末信託財産　1兆円達成（1兆 8,140 億円）

6月  2 日 北海道等 8信農連による信託代理店業務開始 
10 月  1 日 特定金銭信託を初受託

平成 10 年 2月 28 日 包括信託を初受託
3月 11 日 土地信託を初受託
3月 31 日 損保保証による分散型金銭債権の信託受託
〃 期末信託財産　3兆円達成（3兆 5,854 億円）

7月 27 日 特定贈与信託を初受託
8月 20 日 JAから有価証券の信託を初受託
8月 26 日 金銭債権の流動化にかかるSPC管理業務初受託
11 月 26 日 公益信託を初受託

平成 11 年 3月 31 日 創業赤字を解消
7月 26 日 ヘッジファンド（ファンドトラスト）の取引開始
11 月  5 日 有価証券の信託（株式）を初受託

平成 12 年 7月  1 日 コンプライアンス統括部・システム部設置
平成 13 年 2月 28 日 MMF受託開始

〃 不動産証券化にかかるSPC管理業務初受託
3月 31 日 期末信託財産　4兆円達成（4兆 7,152 億円）

平成 14 年 3月 31 日 期末信託財産　5兆円達成（5兆 5,415 億円）
6月 27 日 リスク統括部設置（コンプライアンス統括部改組）

平成 15 年 3月 14 日 不動産管理信託（不動産流動化案件）を初受託
3月 31 日 期末信託財産　8兆円達成（8兆 6,976 億円）
6月 30 日 信託財産 10 兆円達成（10 兆 1,801 億円）
12 月  1 日 投資信託の再信託開始

平成 16 年 4月 19 日 特定金銭信託・特定金外信託・ファンドトラストの再信託開始
11 月  1 日 商品管理部設置

平成 17 年 3月  8 日 不動産私募ファンド（ファンドトラスト）を初受託
3月 23 日 J-REIT ファンド（ファンドトラスト）を初受託
3月 28 日 公益信託（森林再生基金）を受託 
3 月 31 日 期末信託財産　10 兆円達成（10 兆 7,315 億円）
6月 24 日 遺言信託業務認可取得
10 月  3 日 個人資産相談部設置
〃 遺言信託業務取扱開始

平成 18 年 2月 24 日 将来債権（診療報酬債権）流動化案件を初受託 
3 月 31 日 期末信託財産 11 兆円達成（11 兆 4,271 億円）
6月  1 日 業務監査部を設置（業務監査役席改組）
11 月  2 日 商品管理部を改組し、信託引受管理、信託引受審査等を担う部署として営業統括部を設置

平成 19 年 3月 28 日 新 BIS 基準（バーゼルⅡ）オペレーショナルリスク粗利益配分手法採用の承認を取得
3月 31 日 期末信託財産　13 兆円達成（13 兆 5,235 億円）
9月 14 日 年金信託初受託（厚生年金基金 )
12 月 26 日 投資運用（投資一任）業務・投資助言業務の登録完了

平成 20 年 1月  4 日 営業部を再編し、営業第一部、営業第二部および運用部を設置
3月 31 日 期末信託財産　14 兆円達成（14 兆 4,551 億円）
4月  1 日 業務部を再編し、事務管理課、業務第一課、業務第二課、業務第三課および業務基盤構築班

を設置

前列左より　小林新一（取締役会長）、山本広一（代表取締役専務）、
安田義則（代表取締役社長）、大田正（常勤監査役）

後列左より　芳村有蔵（取締役営業第二部長）、戸山章弘（常務取締役）、
由井照人（常務取締役）、千葉進（取締役企画総務部長）、
曽我道正（取締役営業統括部長）
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組織図

農林中央金庫グループのネットワーク
当社は、農林中央金庫の 100％子会社であり、グループ内唯一

の信託銀行として重要な役割を担っております。

当社の親法人である農林中央金庫は、約 82 兆円の農協貯金等

豊富な資金を背景として総資産は約 61 兆円にのぼり、わが国で

トップクラスの資金量と信用力を誇る金融機関と位置づけられて

おります。こうした評価と長年のノウハウの蓄積をもとに、農林

中央金庫は国内外の金融市場における有力な機関投資家として、

また、農林水産業系統中央機関として、日々資産の効率的運用を

行っております。

私たち農中信託銀行は、農林中央金庫グループがこのような業

務展開を通して培ってきたノウハウとネットワークをお客様の健

全な資産管理・運用のために最大限に活用してまいります。

監査
役会

内部監査

システム部 システム課 システム企画、運営、管理

個人資産相談課 遺言信託・遺産整理に係る企画・営業推進、遺言信託代理店統括

審 査 課 遺言信託・遺産整理に係る審査および管理
個人資産相談部

コンプライアンス委員会

情報セキュリティ委員会

リスクマネジメント委員会

新 商 品 検 討 委 員 会

A L M 委 員 会

信託受託・運用委員会

遺言信託受託審査会

貸 出 審 査 委 員 会

常務
取締役

各種委員会

総　 括　 課 営業全般に関する管理、調査

受託審査課 受託審査
営業統括部

常務
取締役

経営
会議

業務監査部

企画総務部

総 務 課 業務方針、総務、秘書、人事、庶務、管財、広報

決算、予算、税務管 理 課

資本金等運用資金運用室

（平成 20 年 7月 1日現在）

リスク統括部
リスク管理課 リスク管理統括、自己査定統括、内部統制強化

コンプライアンス 
統 括 室

法務・コンプライアンス統括、顧客保護等管理、
反社会的勢力排除、苦情対応

営業推進班 投資家営業および投信等の受託

信託企画課 部門総括・企画

商品管理室 証券化スキーム案件の期中管理・検証

営業開発班 証券化スキーム全般の受託および対顧営業
営業第一部

不動産信託班 不動産管理信託の営業および受託

公益・特贈班 公益信託・特定贈与信託の受託、信託契約代理店統括
営業第二部

年金受託室 年金顧客対応および受託、対顧レポート全般

ファンド運用班 運用業務

不動産運用班 運用業務

運 用 部

業 務 部

事務管理課 部総括、事務に係る企画・管理

業務第一課 信託業務および再信託の事務

業務第二課 信託業務およびSPCの事務

業務第三課 信託業務および銀行業務の事務

業務基盤構築班 新規商品基盤構築、制度改正

代表
取締役
専務

取締
役会

株主
総会

取締役
会長

代表
取締役
社長
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ります。
全国 14 道府県の信農連が当社信託契約代理店となっており、

信託業務にかかるご要望・ご相談はお近くの信託契約代理店にお
いても承っております。
また、平成 17 年 10 月より開始いたしました遺言信託・遺産

整理業務につきましては、平成 20 年 7 月 1 日現在、全国で 43
のＪＡ、信農連が遺言信託代理店として、組合員の皆様方等のニー
ズにお応えしております。遺言信託・遺産整理にかかるご要望・
ご相談は、以下の遺言信託代理店において承っております。

◇信託契約代理店
信 託 契 約 代 理 店 名

北 海 道 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
神 奈 川 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
静 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
長 野 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
石 川 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
岐 阜 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
大 阪 府 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
新 潟 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
愛 知 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
福 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
広 島 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
滋 賀 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
埼 玉 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会

◇遺言信託代理店
遺 言 信 託 代 理 店 名

札 幌 市 農 業 協 同 組 合
山 形 市 農 業 協 同 組 合
足 利 市 農 業 協 同 組 合
埼 玉 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
さ い か つ 農 業 協 同 組 合
い る ま 野 農 業 協 同 組 合
埼 玉 中 央 農 業 協 同 組 合
東 京 都 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
秋 川 農 業 協 同 組 合
東 京 む さ し 農 業 協 同 組 合
東 京 中 央 農 業 協 同 組 合
世 田 谷 目 黒 農 業 協 同 組 合
東 京 あ お ば 農 業 協 同 組 合
西 東 京 農 業 協 同 組 合
東 京 ス マ イ ル 農 業 協 同 組 合
西 多 摩 農 業 協 同 組 合
八 王 子 市 農 業 協 同 組 合
東 京 南 農 業 協 同 組 合
町 田 市 農 業 協 同 組 合
東 京 あ ぐ り 農 業 協 同 組 合
東 京 み ど り 農 業 協 同 組 合
マ イ ン ズ 農 業 協 同 組 合
東 京 み ら い 農 業 協 同 組 合
金 沢 中 央 農 業 協 同 組 合
金 沢 市 農 業 協 同 組 合
富 士 宮 農 業 協 同 組 合
南 駿 農 業 協 同 組 合
愛 知 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
あ い ち 中 央 農 業 協 同 組 合
あ い ち 豊 田 農 業 協 同 組 合
あ い ち 尾 東 農 業 協 同 組 合
ぎ ふ 農 業 協 同 組 合
鈴 鹿 農 業 協 同 組 合
大 阪 府 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
岸 和 田 市 農 業 協 同 組 合
大 阪 市 農 業 協 同 組 合
茨 木 市 農 業 協 同 組 合
兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
兵 庫 六 甲 農 業 協 同 組 合
福 岡 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
福 岡 市 農 業 協 同 組 合
福 岡 市 東 部 農 業 協 同 組 合
北 九 東 部 農 業 協 同 組 合

主要な業務の内容

1．農林中央金庫・グループ各社と連携した系統団体等機関投
資家への運用商品の提供

農林中央金庫グループが長年培ってきた豊富な投資ノウハウと
証券管理事務ノウハウを駆使し、系統団体をはじめとするお客様
にさまざまなサービスを提供いたします。
◇資産運用
「ファンドトラスト（指定金外信託）」の形で、市場の方向性に
左右されず絶対収益を追求する商品・ポートフォリオ分散・リス
クリターン改善に寄与する商品をご提供するほか、お客様のポー
トフォリオ資産の有効活用手段として「有価証券の信託」をご提
供いたしております。長年培ってきたオルタナティブ投資分野で
の投資経験・ノウハウを活用し絶対収益型投資を検討する年金基
金をサポートする年金信託および投資一任業務への取組みを強化
しております。

◇証券管理事務
機関投資家である系統団体をはじめとしたお客様にとって、適
正な証券管理のためのシステム開発投資および事務負担はますま
す増大することが予想されます。当社では、証券管理事務ノウハ
ウを「特定金銭信託」、「特定金外信託」という商品でご提供し、
お客様の有価証券投資を管理事務面でもサポートいたしておりま
す。
また、再信託により管理事務の一部をアウトソーシングし業務
の一層の効率化を進めるとともに、お客様へのサービス向上に努
めております。

2 ．信託機能を活用した企業等お取引先様への資金調達・資金
運用の提供

近年、多くの企業で財務戦略の一環として資産流動化を利用し
た資金調達や与信コントロールに積極的に取り組んでおり、仕組
みも多様化しておりますが、当社は、「金銭債権の信託」方式に
よる流動化商品の組成・アレンジメントから信託財産の管理まで
一貫したパッケージ提供を主要業務として展開しております。
取り扱う金銭債権の種類についても、手形 ･売掛債権、リース
料債権、銀行の貸付債権、シンジケートローン債権、住宅ローン
債権、不動産ノンリコースローン債権等多岐に亘っており、委託
者様のニーズにお応えするとともに、投資家の皆様に対しても新
たな資金運用手段を提供しております。
ストラクチャリングの形態で見ると、個別オリジネーターのリ
スクをとるスキーム、大数法則に基づくプール型スキームの商品
組成を行っております。
また、不動産流動化マーケットの拡大を踏まえて、不動産流動
化型の「不動産管理信託」について本格的に受託を開始しており、
CMBS（商業用不動産担保証券）やRMBS（住宅ローン担保証券）
等不動産金融商品の受託についても取組みを強化しております。
今後も拡大する証券化市場の中で企業様の資金調達多様化への

お手伝いと、投資家様への運用商品ご提供に力を注いでまいります。

3 ．系統内代理店業務等を通じた JA組合員の皆様方等への信託
機能の提供
高齢化の進展と金融資産の蓄積、さらにライフスタイルの多様
化等に伴い、個人のお客様の資産運用・管理にかかるニーズは、
一層強くなってきております。
当社では、JAや信用農業協同組合連合会（信農連）と連携し

ながら、「土地信託」、「特定贈与信託」、「公益信託」という信託
機能の提供により、組合員の皆様方等へのご要望にお応えしてお
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リスク管理体制およびコンプライアンス（法令等遵守）の体制

１．内部統制システム

当社では、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、
以下のような内部管理態勢により、経営活動全般にわたって
実効性ある不断の内部統制強化を図っております。

経営会議
経営の基本計画・予算・その他重要な業務執行について、
全社的な立場から審議を行っております。

コンプライアンス委員会
コンプライアンス統括部門担当役員を長とするコンプライ
アンス委員会を設置し、コンプライアンス体制全般にかかる
企画・推進・進捗管理に関する審議・検討を行っております。

リスクマネジメント委員会
リスク管理統括部門担当役員を長とするリスクマネジメン

ト委員会を設置し、業務運営上の諸リスクへの対応方針等に
ついて、審議・検討を行っております。

内部監査
業務ラインから独立した立場の業務監査部が「業務監査計

画」に基づき、当社の経営活動全般にわたる管理・運営の遂
行状況について監査を実施し、適正な業務運営の維持・改善
に努めております。

２．リスク管理体制

昨今の金融市場の急速な変化や金融技術の高度化などによ
り、金融機関のビジネスチャンスは飛躍的に拡大する一方で、
金融機関の抱えるリスクは一段と複雑化し、多様化していま
す。お客様の多様化・高度化するニーズに的確にお応えしつ
つ、経営の健全性を維持していくために、当社は、リスク管
理を適切に行うことを経営の最重要課題の一つと位置づけ、
不断の態勢充実を図っております。

リスク管理の基本方針
当社は、取締役会において、リスク管理の基本方針として

「リスクマネジメント基本方針」を定めておりますが、特に
受益者保護・受託者責任の立場から、信託財産の運用管理等、
信託業務にかかるリスクを適切に管理し、信託財産等の収益
の確保を図っていくことを基本としております。

リスク管理の組織体制
リスク管理に関する統括部署としてリスク統括部を設置し
ております。また、「リスクマネジメント基本方針」および年
度の「リスク管理方針」は、リスクマネジメント委員会で審
議し、取締役会において決定しております。さらに業務監査
部は、定期的にリスク管理の状況を監査し、必要に応じ改善
を指導・助言しております。

リスクの種類 内 容 具体的な管理方法

信用リスク
与信先の財務状況の悪化等により、破綻または延滞・金利減免等の状況が生じ、
保有するポジションから期待する経済効果が得られないリスク

＊銀行勘定の与信限度枠の設定・モニタリング 
＊債権流動化商品の信用リスクのモニタリング 
＊有価証券信託の限度枠のモニタリング

市場リスク
金利、有価証券等の価格、為替等のさまざまな市場のリスク・ファクターの
変動により、保有する資産の価値が変動し損失を被るリスク

＊銀行勘定の有価証券の評価損益、VaR・BPV等のリスク指標のモニタリング
＊ファントラにおける発注事務等のモニタリング

流動性リスク
財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかな
くなるリスクと、市場の混乱等により迅速かつ適切な価格で取引ができなく
なるリスク

＊当座貸越可能限度額のモニタリング
＊調達額・期間ギャップのモニタリング

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク

事務リスク
手続に定められたとおりに事務処理を行うことを怠る、あるいは事故・不正
等を起こすことにより損失を被るリスク

＊月次の自主点検、半期ごとの他部署による業務レビュー
＊組織の分離・相互牽制チェック体制に基づく業務処理

システムリスク
コンピュータシステムのダウン、誤作動、システム不備等に伴い損失を被る
リスクと、コンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスク

＊システム障害・災害時緊急対応計画の策定
＊バックアップデータの取得
＊職員へのセキュリティ教育・指導

法務リスク
個々の取引や業務の執行において、法令違反や不適切な契約締結等に起因し、
当社に損失が発生したり、取引上のトラブルが発生するリスク

＊弁護士等社外専門家との適切な連携
＊各種法令等の遵守・規定等の策定

情報漏洩等リスク お客様や当社の有用な情報資産が漏洩することに伴うリスク ＊セキュリティポリシーや情報セキュリティ管理要領等の遵守

その他リスク
労務慣行の問題や職場の安全衛生環境の問題に起因して損失を被るリスク（人
的リスク）、自然災害等による大規模な被災や障害の発生に伴い、業務継続が
困難となるリスク（業務継続リスク）等

＊人的リスク管理規程に基づく管理体系の整備
＊災害対策要領に沿った事後対応の徹底

リスクの種類とその対応
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信用・市場・流動性リスクの管理
信用・市場・流動性リスクについては、リスクを引き受け

ることが収益の源泉となるため、許容しうる一定のリスク量
のもとで、いかにリスクを適切にマネジメントして収益を極
大化させるかが、リスク管理の最大の眼目になります。
当社では、国債等をVaR（Value at Risk）等によりリスク
量の測定・把握を行い、リスクの総量が適切かどうかを確認
するなど、リスク計量化とリスク管理体制のさらなる高度化
を推進しております。

オペレーショナル・リスクの管理
当社では、オペレーショナル・リスクを、収益発生を意図

し能動的に取得する市場リスク、信用リスク、流動性リスク
を除いたその他のリスク（具体的には、事務リスク、法務リ
スク、システムリスク等）と位置づけし、管理しております。
これらのリスクについては、信託事務などの適切な遂行
を行う過程で、いかにしてリスクを極小化し、お客様から
の信頼を維持していくかが、リスク管理の最大の眼目にな
ります。このため当社では、RCSA（Risk & Control Self-
Assessment）を「RCSA実施要領」に基づき実施し、潜在的
なリスクの管理・削減および顕在化した損失情報の収集・分
析に全社的に取組む等、新BIS 規制に適合した有効かつ効
率的なリスク管理体制の構築に積極的に取組んでおります。

リスクモニタリング
リスク統括部では、銀行業務・信託業務にかかる様々なリ
スクに関するモニタリングを実施しております。また、モニ
タリング結果については、リスクマネジメント委員会に報告
するなど、適正な管理を実施しております。

３．コンプライアンス（法令等遵守）体制

当社は、社会的責任と公共的使命を果たし、社会からの一
層の揺るぎない信頼を確保していくためにも、法令・定款等
を厳格に遵守することはもとより、たとえ法令等に抵触しない
場合でも、確固たる倫理観と誠実さに基づいて社会的規範に

照らし公正な行動をとることが必要不可欠と考えております。

コンプライアンス体制
当社では、コンプライアンスに関する統括部署としてコン

プライアンス統括室を設置しております。また、コンプライ
アンスにかかる基本方針および遵守基準であるコンプライア
ンス・マニュアルを取締役会の決議により制定しております。
さらに、コンプライアンス委員会において、コンプライア
ンス体制全般の企画・推進に関する審議・検討を行うほか、
コンプライアンス・プログラムにより定められた年間の具体
的な実施計画を各部署が実践し、同委員会で定期的に進捗
管理および見直しを行う、いわゆるPDCA（Plan-Do-Check-
Action）サイクルによる実践の定着化を図っております。

コンプライアンスへの取組み
当社では、定期的なコンプライアンス研修等により、役職
員への遵守すべき事項の周知徹底、コンプライアンス・マイ
ンドの醸成に努めるなど、コンプライアンスへの不断の取組
みを行っております。
また、コンプライアンス統括室に法務・コンプライアンス
の専門性のある人員を配置するとともに、弁護士等社外専門
家とも連携を図りながら、コンプライアンス体制の一層の強
化に取組んでおります。

内部者通報制度
当社では、すべての役職員を対象とした制度として「コン

プライアンス・ホットライン」を設置しております。平成 18
年 4月に施行された公益通報者保護法の趣旨も踏まえ、通報
者が通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを一切受
けないこと等をルール化するとともに、社外の通報受付窓口
を通じた通報を可能にするなど、実効性ある体制構築に努め
ております。

個人情報保護宣言
当社では、「個人情報保護宣言」を定め、関係諸法令を遵
守するほか、この個人情報保護宣言に基づき個人情報の保護
に努めることを宣言しております。
（参照URL http://www.nochutb.co.jp/kojin_h.html）

反社会的勢力との取引排除について
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と
の一切の関係を遮断し、確固たる信念を持って排除の姿勢を
堅持します。万一、不当要求等があった場合には、警察当局
等と連携のうえあらゆる手段により対決していきます。
（参照URL http://www.nochutb.co.jp/hansya.html）

当社のコンプライアンス体制

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
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ス
・
マ
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ュ
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ン
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ラ
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ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

コンプライアンス委員会

各業務執行部門

内部監査部門
（業務監査部）

コンプライアンス
担当者任命

コンプライアンス統括部門
（リスク統括部コンプライアンス統括室）

取締役会

経営会議
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当期におきましては、「中期経営計画（平成19年度～平成
21年度）」を策定し、系統団体や事業法人等のお取引先にとり
「小粒であっても存在感のある信託銀行」を目指すことを掲げ、
CMBS受託および不動産管理信託等の資産流動化ニーズなら
びに資産運用・管理ニーズに適応した付加価値の高いサービ
ス提供を行い、着実に顧客基盤を拡大するとともに、平成19
年 9月の年金信託初受託や投資運用業態勢整備など新規業務
への取組みも進めました。また、遺言信託業務を通じたJAの
資産相談業務サポートは、系統信用事業のリテール基盤強化
に向けた当社ならではの役割を一層発揮してまいりました。あ
わせて、将来を見据え、これらの業務を支える専門性の高い
人材の確保・育成を進めながら、金融商品取引法等に即した
経営管理態勢の高度化を進め、次のように業容・利益ともに
順調に拡大・増加いたしました。
信託財産につきましては、有価証券の信託（当期末残高8兆

470億円、前期比6,747億円増）の増加を主因とし、当期末残
高は前期比9,316億円増の14兆 4,551億円となりました。
損益の状況につきましては、このような信託財産の伸長に

より、信託報酬が前期比1,063百万円増の5,078百万円となっ
たこと等を受け、経常収益は前期比 1,170 百万円増の 5,435
百万円となりました。一方、経常費用は、業容拡充および内
部管理態勢強化に伴う体制整備により人件費等が増加し、前
期比325百万円増の2,512百万円となりました。
これらを受け、経常利益は前期比 845 百万円増の 2,923
百万円となり、当期純利益は前期比 687 百万円増の 1,727
百万円となりました。
平成20年 3月末現在、41の JA･信農連が遺言信託代理店

となりました。信託契約代理店については、同年同月末現在、
14の信農連が参加しています。

主要な経営指標の推移

事業の概況

データ編

業績の概要

（単位：百万円）
平成 16 年 3月期 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

経 常 収 益 3,474 3,711 4,085 4,265 5,435
経 常 利 益 1,733 1,866 1,872 2,078 2,923
当 期 純 利 益 1,019 1,115 1,166 1,039 1,727
資 本 金 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
発 行 済 株 式 総 数 400千株 400千株 400千株 400千株 400千株
純 資 産 額 23,756 24,854 26,039 27,073 28,781
総 資 産 額 39,189 34,831 34,631 35,814 40,135
預 金 残 高 1 0 10 － －
貸 出 金 残 高 － － － － －
有 価 証 券 残 高 19,129 18,908 19,801 19,872 19,870
単体自己資本比率（国内基準） 847.80％ 1,170.02％ 1,435.79％ 221.24％ 181.31％
従 業 員 数 69人 66人 80人 90人 106人
信 託 報 酬 3,077 3,415 3,895 4,015 5,078
信 託 財 産 額 9,880,501 10,731,518 11,427,140 13,523,539 14,455,160
信 託 勘 定 貸 出 金 残 高 591,429 1,131,485 2,103,056 1,895,658 1,812,121
信 託 勘 定 有 価 証 券 残 高 420,332 10,214 25,719 80,290 283,650

（注）「単体自己資本比率（国内基準）」は、平成 19 年 3月期より「銀行法第 14 条の 2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照ら
し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号）」に基づき算出しております。
なお、平成 18 年 3月期までは旧基準により算出しております。
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貸借対照表
財務諸表

（単位：百万円）
科 目 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期 科 目 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

（ 資 産 の 部 ） ( 負 債 の 部 ）
現 金 預 け 金 2,578 651 信 託 勘 定 借 7,689 9,847

預 け 金 2,578 651 そ の 他 負 債 849 1,283
コ ー ル ロ ー ン 12,000 18,000 未 払 法 人 税 等 508 850
有 価 証 券 19,872 19,870 未 払 費 用 12 292

国 債 18,211 14,142 前 受 収 益 0 3
株 式 1,210 1,310 そ の 他 の 負 債 327 137
そ の 他 の 証 券 450 4,417 賞 与 引 当 金 123 145

そ の 他 資 産 831 923 退 職 給 付 引 当 金 53 45
前 払 費 用 12 20 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 25 32
未 収 収 益 208 830 負 債 の 部 合 計 8,741 11,354
そ の 他 の 資 産 610 71 （ 純 資 産 の 部 ）

有 形 固 定 資 産 193 254 資 本 金 20,000 20,000
建 物 130 161 利 益 剰 余 金 7,068 8,796
その他の有形固定資産 62 92 そ の 他 利 益 剰 余 金 7,068 8,796

無 形 固 定 資 産 184 226 繰 越 利 益 剰 余 金 7,068 8,796
ソ フ ト ウ ェ ア 180 222 株 主 資 本 合 計 27,068 28,796
その他の無形固定資産 3 3 その他有価証券評価差額金 4 △ 14

繰 延 税 金 資 産 153 209 評 価・ 換 算 差 額 等 合 計 4 △ 14
純 資 産 の 部 合 計 27,073 28,781

資 産 の 部 合 計 35,814 40,135 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 35,814 40,135

（単位：百万円）
平成 19 年 3月期

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計資本金

利益剰余金
株主資本合計 その他有価証券

評価差額金その他利益剰余金
繰越利益剰余金

平成 18 年 3 月 31 日残高 20,000 6,029 26,029 9 26,039
当 事 業 年 度 変 動 額

当 期 純 利 益 - 1,039 1,039 - 1,039
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 事 業 年 度 変 動 額（ 純 額 ）

- - - △ 5 △ 5

当 事 業 年 度 変 動 額 合 計 - 1,039 1,039 △ 5 1,033
平成 19 年 3 月 31 日残高 20,000 7,068 27,068 4 27,073

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
平成 20 年 3月期

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計資本金

利益剰余金
株主資本合計 その他有価証券

評価差額金その他利益剰余金
繰越利益剰余金

平成 19 年 3 月 31 日残高 20,000 7,068 27,068 4 27,073
当 事 業 年 度 変 動 額

当 期 純 利 益 - 1,727 1,727 - 1,727
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 事 業 年 度 変 動 額（ 純 額 ）

- - - △ 19 △ 19

当 事 業 年 度 変 動 額 合 計 - 1,727 1,727 △ 19 1,707
平成 20 年 3 月 31 日残高 20,000 8,796 28,796 △ 14 28,781

損益計算書
（単位：百万円）

平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期
経 常 収 益 4,265 5,435

信 託 報 酬 4,015 5,078
資 金 運 用 収 益 96 228

有 価 証 券 利 息 配 当 金 82 145
コ ー ル ロ ー ン 利 息 14 82
預 け 金 利 息 0 0

役 務 取 引 等 収 益 151 128
そ の 他 の 役 務 収 益 151 128

そ の 他 業 務 収 益 - -
そ の 他 経 常 収 益 2 0

そ の 他 の 経 常 収 益 2 0
経 常 費 用 2,186 2,512

資 金 調 達 費 用 8 14
コ ー ル マ ネ ー 利 息 0 0
そ の 他 の 支 払 利 息 7 13

役 務 取 引 等 費 用 316 309
支 払 為 替 手 数 料 5 5
そ の 他 の 役 務 費 用 310 303

そ の 他 業 務 費 用 - -
営 業 経 費 1,860 2,188
そ の 他 経 常 費 用 1 0

そ の 他 の 経 常 費 用 1 0
経 常 利 益 2,078 2,923
特 別 利 益 2 -

そ の 他 の 特 別 利 益 2 -
特 別 損 失 250 2

固 定 資 産 処 分 損 - 2
そ の 他 の 特 別 損 失 250 -

税 引 前 当 期 純 利 益 1,831 2,921
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 871 1,236
法 人 税 等 還 付 税 額 57 -
法 人 税 等 調 整 額 △ 21 △ 42
当 期 純 利 益 1,039 1,727
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会計監査人の監査の有無

財務諸表の適正性および作成に係る内部監査の有効性についての確認

記載内容は百万円未満を切り捨てて表示しております。
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準および評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原
価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市
場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価
のないものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、
その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理してお
ります。

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

有形固定資産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年 4月1日以後に取
得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　物　　8年～48年 動　産　　4年～15年
（会計方針の変更）
平成19年度税制改正に伴い、平成19年 4月1日以後に取得した有形固定資
産については、改正後の法人税法に基づく償却方法により減価償却費を計上
しております。なお、これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。

（2）無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェ
アについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しており
ます。

3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上する
こととしております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及
び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特
別委員会報告第4号）に規定する正常先債権および要注意先債権に相当する
債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸
倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てることとしております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込
額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める
額を引き当てることとしております。破綻先債権および実質破綻先債権に相
当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証によ
る回収可能見込額を控除した残額を引き当てることとしております。特定海
外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を
特定海外債権引当勘定として引き当てることとしております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に
資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の引当を
行うこととしております。
なお、当期末において貸倒引当金の残高はございません。

（2）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与
の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

（3）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における要支給
額に相当する額を引き当てております。

（4）役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に
対する退職慰労金の支給見積額のうち、当期末までに発生していると認めら
れる額を計上しております。

4. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっておりま
す。

5. 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、
有形固定資産にかかる控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。

注記事項
（貸借対照表関係）
1． 日本銀行当座預金決済にかかる当座借越取引の担保として有価証券14,142
百万円を差し入れております。また、その他の資産のうち保証金は26百万円
であります。

2． 有形固定資産の減価償却累計額　273百万円
3． 1株当たりの純資産額 71,952円 89銭
4． 貸借対照表に計上した固定資産のほか、事業用動産およびソフトウェアの一部
については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

5． 関係会社に対する金銭債権総額 244百万円
6． 関係会社に対する金銭債務総額 0百万円
（損益計算書関係）
1． 関係会社との取引による収益

信託報酬  2,753百万円
関係会社との取引による費用
資金調達取引にかかる費用総額  0百万円
役務取引等にかかる費用総額  23百万円
その他業務・その他経常取引にかかる費用総額  184百万円

2． 関連当事者との取引
（1）親法人および法人主要株主等

属性 会社等
の名称

議決権等
の被所有
割合（％）

関連当事
者との関
係

取引の
内容
（注1）

取引金額
（百万円）
（注2）

科目
期末残高
（百万円）
（注2）

親法人 農林中
央金庫 100% 信託取引

の受託等

信託報酬
受領 2,753 未収

収益 193

事務所賃
借料支払 169 － －

（注1）関連当事者との価格その他の取引条件については、一般取引条件を勘案し
決定しております。

（注2）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含め
ております。

（2）兄弟会社等
兄弟会社との重要な取引はございません。

3． 1株当たり当期純利益金額　4,317円 87銭

（株主資本等変動計算書関係）
発行済株式の種類および総数に関する事項

（単位：千株）
前事業年度
末株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 400 － － 400
合計 400 － － 400

（有価証券関係）
有価証券関係については12ページ「有価証券の時価等情報－平成20年 3月期」
のとおりであります。

（税効果会計関係）
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、以下のとおりであります。
繰延税金資産

未払事業税 70百万円
賞与引当金 59
減価償却損金算入限度超過額 24
退職給付引当金 18
役員退職慰労引当金 13
その他有価証券評価差額金 10
その他 13

繰延税金資産合計 209百万円

貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書については、会社法第 436 条第 2項第 1号の規定に基づき、新日本監査法人の監査を受け
ております。

私は、当社の平成 19 年 4月 1日から平成 20 年 3月 31 日までの第 13 期事業年度にかかる財務諸表について、すべての重要な点において、適正
に表示されていることを確認いたしました。なお、内部監査部署にて、内部管理態勢の適切性と有効性の検証・評価を定期的に実施し、重要な事
項は取締役会等へ報告する体制により、財務諸表の適正性の確保を図っております。

 平成 20 年 6月 26 日　　代表取締役社長
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主要な業務の状況
業務粗利益等

資金運用・調達勘定の平均残高等

受取利息・支払利息の増減

利益率

（単位：百万円）

項 目
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

全社計 国内業務 国際業務 全社計 国内業務 国際業務

信 託 報 酬 4,015 4,015 - 5,078 5,078 -

資 金 運 用 収 支 87 78 9 214 198 15

資 金 運 用 収 益 96 87 9 228 212 15

資 金 調 達 費 用 8 8 - 14 14 -

役 務 取 引 等 収 支 △ 164 △ 164 - △ 180 △ 180 -

役 務 取 引 等 収 益 151 151 - 128 128 -

役 務 取 引 等 費 用 316 316 - 309 309 -

そ の 他 業 務 収 支 - - - - - -

そ の 他 業 務 収 益 - - - - - -

そ の 他 業 務 費 用 - - - - - -

業 務 粗 利 益 3,938 3,928 9 5,112 5,096 15

業 務 粗 利 益 率 17.41% 17.68% 2.37% 15.43％ 15.71％ 2.20％

業 務 純 益 2,094 2,085 9 2,943 2,928 15
（注）業務粗利益率 ＝（業務粗利益 ÷ 資金運用勘定平均残高）× 100

（単位：百万円）

項 目 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期
平均残高 利　息 利回り 平均残高 利　息 利回り

資 金 運 用 勘 定 22,624 96 0.42% 33,126 228 0.68%
国 内 業 務 22,221 87 0.39% 32,428 212 0.65%
国 際 業 務 403 9 2.37% 698 15 2.20%

資 金 調 達 勘 定 8,849 8 0.10% 7,463 14 0.19%
国 内 業 務 8,849 8 0.10% 7,463 14 0.19%
国 際 業 務 - - - - - -

資 金 運 用 収 支・ 資 金 粗 利 鞘 87 0.32% 214 0.49%
国 内 業 務 78 0.29% 198 0.46%
国 際 業 務 9 2.37% 15 2.20%

（注）貸出金の取扱残高はありません。

（単位：百万円）

項 目 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受 取 利 息 7 0 7 61 70 131
国 内 業 務 7 2 10 59 65 125
国 際 業 務 △ 0 △ 1 △ 2 6 △ 0 5

支 払 利 息 4 4 8 △ 1 6 5
国 内 業 務 4 4 8 △ 1 6 5
国 際 業 務 - - - - - -

（注）1．残高および利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。
2．受取利息および支払利息については、一部について業務別に増減を相殺しているため、国内業務と国際業務の合計額
が合計欄と一致しない場合があります。

（単位：％）
項 目 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

総 資 産 経 常 利 益 率 6.10 8.42
資 本 経 常 利 益 率 8.02 10.72
総 資 産 当 期 純 利 益 率 3.05 4.97
資 本 当 期 純 利 益 率 4.01 6.33

（注）1．総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産平均残高× 100
2．資 本 経 常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／純資産勘定平均残高× 100
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営業経費の内訳

預金科目別残高
預金の状況

預証率
有価証券の状況

（単位：百万円）
科 目 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

給 料 ・ 手 当 879 1,034
退 職 給 与 金 2 2
役 員 退 職 慰 労 金 - 0
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 12 17
退 職 給 付 費 用 19 17
福 利 厚 生 費 109 128
減 価 償 却 費 30 47
無 形 固 定 資 産 償 却 80 66
土 地 建 物 機 械 賃 借 料 185 184
営 繕 費 4 2
消 耗 品 費 33 47
給 水 光 熱 費 7 7
旅 費 32 63
通 信 費 9 11
広 告 宣 伝 費 3 2
諸 会 費・ 寄 付 金・ 交 際 費 44 39
租 税 公 課 76 89
そ の 他 328 426

合 計 1,860 2,188

（単位：百万円、％）

科　　目
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高
国内業務 国際業務 国内業務 国際業務 国内業務 国際業務 国内業務 国際業務

流 動 性 預 金 - - 7 - - - - -
（ 構 成 比 ） - - 100.00 - - - - -
定 期 性 預 金 - - - - - - - -
（ 構 成 比 ） - - - - - - - -
譲 渡 性 預 金 - - - - - - - -
（ 構 成 比 ） - - - - - - - -
そ の 他 - - - - - - - -
（ 構 成 比 ） - - - - - - - -

合　　計 - - 7 - - - - -

（注）流動性預金 ＝ 当座預金 ＋ 普通預金 ＋ 貯蓄預金 ＋ 通知預金 ＋別段預金

（単位：％）

区　　分
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

期末値 期中平均値 期末値 期中平均値

国 内 業 務 - 238,868.93 - -
国 際 業 務 - - - -

合　　計 - 243,996.77 - -

（注）預金（分母）がゼロとなるものは「-」とし、比率（％）を表示しておりません。
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有価証券の種類別残高

有価証券の種類別・残存期間別残高

有価証券の時価等情報

（単位：百万円）

種　　類
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高
国 債 18,211 17,523 14,142 17,096

国 内 業 務 18,211 17,523 14,142 17,096
国 際 業 務 - - - -

株 式 1,210 1,210 1,310 1,225
国 内 業 務 1,210 1,210 1,310 1,225
国 際 業 務 - - - -

外 国 証 券 404 403 2,391 698
国 内 業 務 - - - -
国 際 業 務 404 403 2,391 698

そ の 他 の 証 券 46 40 2,026 832
国 内 業 務 46 40 2,026 832
国 際 業 務 - - - -

合 計 19,872 19,177 19,870 19,852
国 内 業 務 19,468 18,774 17,479 19,154
国 際 業 務 404 403 2,391 698

（単位：百万円）

種　　類 平成 19 年 3月期
1年以内 1年超 5年以内 5年超 10 年以内 10 年超 期間の定めのないもの 合計

国 債 5,002 13,209 - - - 18,211
株 式 - - - - 1,210 1,210
外 国 証 券 - - - - 404 404
そ の 他 の 証 券 - 34 - - 11 46

（単位：百万円）

種　　類 平成 20 年 3月期
1年以内 1年超 5年以内 5年超 10 年以内 10 年超 期間の定めのないもの 合計

国 債 5,003 9,138 - - - 14,142
株 式 - - - - 1,310 1,310
外 国 証 券 - 1,983 - - 407 2,391
そ の 他 の 証 券 - 2,002 - 15 8 2,026

満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

種　　類
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

貸借対照
表計上額 時価 差額 貸借対照

表計上額 時価 差額
うち益 うち損 うち益 うち損

国 債 18,211 18,182 △ 28 12 41 14,142 14,217 74 74 0

その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

種　　類
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

取得原価 貸借対照
表計上額 評価差額 取得原価 貸借対照

表計上額 評価差額
うち益 うち損 うち益 うち損

外 国 証 券 403 404 1 7 6 2,403 2,391 △ 11 5 16
そ の 他 の 証 券 39 46 6 6 - 2,039 2,026 △ 13 - 13

時価評価されていない有価証券の内容および貸借対照表計上額 （単位：百万円）
種　　類 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

そ の 他 有 価 証 券
   非 上 場 株 式 1,210 1,310
合      計 1,210 1,310

（注）有価証券の貸借対照表計上額、時価および評価差額等に関する事項、時価評価されていない有価証券の内容および貸借対
照表計上額は上記のとおりであります。
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信託財産残高表
信託業務の状況

金銭信託の信託期間別の元本残高

金銭信託の有価証券の区分ごとの期末運用残高

◇金銭信託にかかる貸出金、財産形成給付信託、貸付信託の取扱残高はありません。

（単位：百万円）
資 産 平成 19年 3月期 平成 20 年 3月期 負 債 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

貸 出 金 1,895,658 1,812,121 指 定 金 銭 信 託 1,312 1,189
有 価 証 券 80,290 283,650 特 定 金 銭 信 託 29,340 29,713
信 託 受 益 権 2,814,134 2,837,692 年 金 信 託 - 21,790
受 託 有 価 証 券 4,841,924 5,616,131 投 資 信 託 1,483,120 1,146,403
金 銭 債 権 1,211,153 1,262,694 金銭信託以外の金銭の信託 3,312,846 3,604,153
有 形 固 定 資 産 18,721 68,395 有 価 証 券 の 信 託 7,372,313 8,047,057
そ の 他 債 権 8,731 7,127 金 銭 債 権 の 信 託 1,173,622 955,272
コ ー ル ロ ー ン 29,821 49,534 土地及びその定着物の信託 19,098 69,898
銀 行 勘 定 貸 7,689 9,847 包 括 信 託 131,885 579,682
現 金 預 け 金 2,615,414 2,507,964
資 産 合 計 13,523,539 14,455,160 負 債 合 計 13,523,539 14,455,160
信託財産残高表注記（平成 20 年 3月期）
1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額 2,113,180 百万円を含んでおります。
3．元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

（単位：百万円）
1年未満 1年以上 2年未満 2年以上 5年未満 5年以上 その他 合計

平 成 19 年 3 月 期 4,001 - - 7,866 - 11,867
平 成 20 年 3 月 期 3,943 4 5,943 2,348 - 12,240

（単位：百万円）
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

国 債 391 390
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（1）経営の健全性の確保と自己資本の充実

当社では、多様化・高度化するお客様のニーズに的確かつ良質な信託サービスの提供でお応えするため、「経営管理態勢の充実・
高度化」を経営上の重要課題と位置付け、リスク管理態勢の一層の強化に取り組んでおります。こうした取組みに加え、業容拡充に
伴う内部留保の増加により、平成 20 年 3月末における自己資本比率は 181.31％となり、国内基準で求められる最低所要自己資本比
率 4％を大きく上回っております。
当社の資本金は、株主である農林中央金庫の 100％出資により調達（200 億円）しており、自己資本比率の算出は、金融庁告示等
に基づく適正な算出プロセスにより行っております。また、これに基づき、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リス
クに対応した十分な自己資本の維持および適切な管理を行っております。

（2）自己資本の構成

自己資本比率等の状況

（単位 : 百万円）

項 目 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

基 本 的 項 目

資 本 金 20,000 20,000
資 本 剰 余 金 - -

そ の 他 利 益 剰 余 金 7,068 8,796

そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 損（ △ ） - 14

繰 延 税 金 資 産 の 控 除 金 額（ △ ） - -

計 （A） 27,068 28,781

補 完 的 項 目
一 般 貸 倒 引 当 金 - -

う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額 （B） - -

準補完的項目
短 期 劣 後 債 務 - -

う ち 自 己 資 本 へ の 算 入 額 （C） - -

自己資本総額 （A）＋（B）＋（C） （D） 27,068 28,781

控 除 項 目

他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 1,180 1,180

基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる証券
化エクスポージャー及び信用補完機能を持つ I/0 ストリップ
ス（告示第 247 条を準用する場合を含む。）

10 14

計 （E） 1,191 1,194

自 己 資 本 額 （D）-（E） （F） 25,877 27,586

リ ス ク ･ ア

セ ッ ト 等

資 産 （ オ ン ・ バ ラ ン ス ） 項 目 4,198 6,632

オ フ ・ バ ラ ン ス 取 引 等 項 目 - -

オペレーショナル・リスク相当額を 8％で除して得た額 7,497 8,581

計 （G） 11,696 15,214

単体自己資本比率（国内基準） ＝  F ／ G  × 100 221.24 % 181.31 %
Tier1 比率（国内基準） ＝  A ／ G  × 100 231.43 % 189.17 %

（注） 1．平成 19 年 3 月期より「銀行法第 14 条の 2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の

充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号）」に基づき算出して

おります。

 2．当社は、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算

出にあたっては粗利益配分手法を採用しております。

粗利益配分手法とは、業務区分ごとに配分した年間粗利益に、粗利益配分手法で定める掛け目を乗じた額

を合計し、直近 3年間の年間合計額を平均した値により、オペレーショナル・リスク相当額を算出する方法

です。

自己資本の充実の状況（単体・国内基準）
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（3）自己資本の充実度
a　信用リスクに対する所要自己資本の額およびポートフォリオごとの額

（単位：百万円）

項　　目
（標準的手法）

平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期
エクスポー
ジャーの期
末残高

信用リスク
･アセット
の額

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの期
末残高

信用リスク
･アセット
の額

所要自己
資本額

a b ＝ a × 4％ a b ＝ a × 4％

我が国の中央政府及び中央銀行向け 19,415 - - 14,806 - -
我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け 18 - - - - -

我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け - - - - - -

地 方 三 公 社 向 け - - - - - -

金 融 機 関 及 び 証 券 会 社 向 け 14,127 2,825 113 20,846 4,169 166

法 人 等 向 け 66 66 2 63 63 2

中小企業等向け及び個人向け - - - - - -

抵 当 権 付 住 宅 ロ ー ン - - - - - -

不 動 産 取 得 等 事 業 向 け - - - - - -

三 月 以 上 延 滞 等 - - - - - -

信用保証協会等による保証付 - - - - - -

株式会社産業再生機構による保証付 - - - - - -

出 資 等 360 360 14 381 381 15

上 記 以 外 588 581 23 743 735 29

証券化（オリジネーターの場合） - - - - - -

証券化（オリジネーター以外の場合） - - - 1,993 996 39

複数の資産を裏付とする資産
（所謂ファンド）のうち、個々
の 資 産 の 把 握 が 困 難 な 資 産

271 365 14 211 285 11

合 計 34,849 4,198 167 39,045 6,632 265

（注） 1．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引

の与信相当額です。

 2．「証券化エクスポージャー」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある 2以上のエクスポージャー

に階層し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引のことです。

 3．「上記以外」には、現金、外国の中央政府および中央銀行向け、国際決済銀行等向け、外国の中央政府等以外

の公共部門向け、国際開発銀行向け、取立未済手形、未決済取引、固定資産等が含まれます。

b　オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額

c　単体自己資本比率の分母の額に 4％を乗じた額

（単位：百万円）

平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

オペレーショナル・リスク

（粗利益配分手法）

オペレーショナル・
リスク相当額を
8%で除した額 a

所要自己資本額 オペレーショナル・
リスク相当額を
8%で除した額 a

所要自己資本額

b=a×4％ b=a×4％
7,497 299 8,581 343

（単位：百万円）
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

所要自己資本額

リスク・アセット
（分母）合計 所要自己資本額 リスク・アセット

（分母）合計 所要自己資本額

a b ＝ a × 4％ a b=a × 4％
11,696 467 15,214 608
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（1）リスク管理の方針および手続の概要
当社は貸出業務を行っておらず、国債を中心とした資本金運用のほか、コールローン等金融機関取引が主たるものとなっておりま
す。金融機関取引については、「信用リスクマネジメント要領」に基づき、バンクシーリングおよび個別与信額の設定により与信管
理を実施しており、与信枠を年 1回見直すほか、格付変更に応じた見直しを随時実施しております。バンクシーリング等の設定は、
リスクマネジメント委員会の審議を経て取締役会で決定されます。このほか、「自己査定実施要領」に基づき年 4回の自己査定を実
施しております。

（2）標準的手法に関する事項
当社では自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセットの額は、金融庁告示に基づき「規制資本管理要綱」に定める標準的手法
により算出しております。各エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定にあたり使用する格付機関として、以下の適格格付機関を
使用することとしております。

・株式会社格付投資情報センター（R＆ I）
・株式会社日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S＆ P）
・フィッチ・レーティングス・リミテッド（Fitch）

なお、標準的手法の特例として、法人等向けエクスポージャーに一律 100％のリスク・ウェイトを用いることにつき、平成 19 年
5月に金融庁あて届出を行っております。

（3）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高およびエクスポージャーの主な種類別の内訳
a　地域別 （単位：百万円）

平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

信用リスク
に関するエ
ク ス ポ ー
ジャー

信用リスク
に関するエ
ク ス ポ ー
ジャー

うち国債 うちコー
ルローン

うち現金預
け金 うち国債 うちコー 

ルローン
うち現金
預け金

国 内 34,199 18,211 12,000 2,578 38,517 14,142 18,000 651
国 外 649 - - - 527 - - -

信 用 リ ス ク
期 末 残 高 計 34,849 18,211 12,000 2,578 39,045 14,142 18,000 651

信 用 リ ス ク
平 均 残 高 計 33,075 17,523 3,435 10,180 33,614 17,096 13,262 801

（注）信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、派生商品取引によるもの、証

券化エクスポージャーに該当するものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

信用リスクに関する事項
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b　業種別 （単位：百万円）

平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

信用リスク
に関する
エクスポー
ジャー

信用リスク
に関する
エクスポー
ジャー

うち国債 うちコー
ルローン

うち現金
預け金 うち国債 うちコー

ルローン
うち現金
預け金

法　
　

人

食料、パルプ・紙、化学 - - - - 0 - - -
そ の 他 製 造 業 - - - - 1 - - -

農業・林業・水産業 - - - - - - - -

建 設 業 - - - - - - - -

電気・ガス・熱供給・
水 道 業 - - - - - - - -

情報通信業・運輸業 9 - - - 15 - - -

卸 売・ 小 売 業 - - - - 0 - - -

各 種 サ ー ビ ス 業 0 - - - 4 - - -

金 融・ 保 険 業 14,787 - 12,000 1,501 23,351 - 18,000 56

その他非製造業等 20,051 18,211 - 1,076 15,672 14,142 - 594

個 人 - - - - - - - -
合 計 34,849 18,211 12,000 2,578 39,045 14,142 18,000 651

（注）1．エクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、派生商品取引によるもの、証券化エクスポー

ジャーに該当するものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

2．その他非製造業等には、中央政府、地方公共団体等を含みます。

c　残存期間別 （単位：百万円）

平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

信用リスク
に 関 す る
エクスポー
ジャー

信用リスク
に 関 す る
エクスポー
ジャー

うち国債 うちコール
ローン

うち現金預
け金 うち国債 うちコール

ローン
うち現金預
け金

1 年 以 内 20,340 5,002 12,000 2,578 24,507 5,003 18,000 651
1 年 超　 3 年 以 内 10,142 10,121 - - 11,142 9,138 - -

3 年 超　 5 年 以 内 3,135 3,087 - - 2,020 - - -

5 年 超　 7 年 以 内 - - - - - - - -

7 年 超　10 年 以 内 - - - - - - - -

10　　　 年　　　超 - - - - 15 - - -

期限の定めのないもの 1,230 - - - 1,360 - - -
合 計 34,849 18,211 12,000 2,578 39,045 14,142 18,000 651

（注）信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、派生商品取引によるもの、

証券化エクスポージャーに該当するものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。
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（1）リスク管理の方針および手続の概要
当社は「オリジネーター」もしくは「サービサー」として証券化取引は行っておりません。証券化商品への投資にあたっては、「証

券化商品にかかる投資ガイドライン」および各年度の資金運用方針に基づきALM委員会において商品特性、リスク特性の分析およ
び投資判断の妥当性について審議を行うこととなっております。また、投資案件は外部格付および信用スプレッドの推移ならびに裏
付資産の状況等についてモニタリングを行い、ALM委員会に報告しております。

（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
当社は証券化エクスポージャーの信用リスク・アセット額の算出方法については、金融庁告示に基づき「規制資本管理要綱」に定
める標準的手法を採用しております。

（3）証券化取引に関する会計方針
証券化取引については、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号）および「金融商品会計に関する実務指針」（会計
制度委員会報告第 14 号）に基づき会計処理を行っています。

（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定にあたり使用する格付機関として、以下の適格格付機関を使用することとして
おります。
・株式会社格付投資情報センター（R＆Ⅰ）
・株式会社日本格付研究所（JCR）
・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）
・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズ（S＆ P）
・フィッチ・レーティングス・リミテッド（Fitch）

（5）銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項
該当事項はありません。

（6）銀行が投資家である証券化エクスポージャーに関する事項
a 保有する証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳

（単位：百万円）

原 資 産 の 種 類 平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 与 信 - -
住 宅 ロ ー ン - -

自 動 車 ロ ー ン - -

そ の 他 - 1,993
合 計 - 1,993

b 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高および所要自己資本の額

（単位：百万円）

リスク・ウェイト区分（％）
平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

エクスポージャー
の額 所要自己資本の額 エクスポージャー

の額 所要自己資本の額

0％以上 20％以下 - - - -
20％超 50％以下 - - 1,993 39

50％超 100％以下 - - - -

100％超 350％以下 - - - -

350％超 - - - -
合 計 - - 1,993 39

c 自己資本比率告示第 247 条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳
該当事項はありません。

d 自己資本比率告示附則第 15 条の適用により算出される信用リスク・アセットの額
該当事項はありません。

証券化エクスポージャーに関する事項
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（1）リスク管理の方針および手続の概要
当社では、業務を遂行する際に発生するリスクのうち、収益発生を意図し能動的に取得する市場リスク、信用リスク、流動性リス
クを除いたその他のリスクを「オペレーショナル・リスク」と定義し、「オペレーショナル・リスク管理要綱」を定めて管理してお
ります。
オペレーショナル・リスクのうち、事務リスク、法務リスク、システムリスク、人的リスクおよび有形資産リスクの 5つのリス
ク種類については、個別の管理に加えて、顕在化したリスクを捕捉し対応策を講じるための損失情報の収集・分析を行うとともに、
潜在的なリスクおよびコントロール（統制）の状況に関して統一的な管理手法であるRCSA（Risk ＆ Control Self-Assessment）に
より把握・分析し、リスクの管理・削減を図ることにより総合的なオペレーショナル・リスク管理および改善を行っております。こ
のほか、事務リスクに関しては、「事務リスク管理要領」に基づく事務手続の整備ならびに自己検査・自主点検等の日常的な取組み
の実施、法務リスクに関しては、「コンプライアンス・マニュアル」の制定および役職員への周知、外部専門家（弁護士、税理士等）
の有効活用、法令等遵守にかかる継続的な研修会の開催等により、各リスクの管理・削減に努めております。また、これら以外のリ
スク（情報漏洩リスク、災害発生リスク等）についても、各管理要領に基づき、管理を行っております。
これらのリスク管理および改善の実施状況等については、内部管理等にかかる具体的な実践課題を盛り込み年度当初に策定される
リスク管理方針により定期的にレビューされ、経営層で構成されるリスクマネジメント委員会を経て、取締役会に報告されます。

（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法
当社では、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたり、粗利益配分手法を採用しております。粗利益配分手法とは、1年間
の粗利益を平成 18 年金融庁告示第 19 号別表第 1に定める業務区分に配分し、当該業務区分に対応する掛け目を乗じた額の合計額
の直近 3年間の平均値をオペレーショナル・リスク相当額とする計算手法です。

銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関する事項

リスク管理の方針・手続の概要および貸借対照表計上額等
銀行勘定における「出資等または株式等エクスポージャー」のうち、直接保有する株式は貸借対照表上その他有価証券として区分
される株式として計上されているものであり、非上場株式で時価はなく、12 ページ「有価証券の時価等情報－平成 20 年 3月期」の
うち、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額（控除項目）を除いた 130 百万円であります。自己査定実施要領等に基
づき管理を行っております。

金利リスクに関する事項

（1）リスク管理の方針および手続の概要
「金利リスク」とは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（債券等）が、金利の変動により価値
が変動し損失を被るリスク等を指します。
当社の銀行勘定における資金運用は、現状、満期保有を目的とした国債中心のポートフォリオ構成となっております。資金運用の
基本的な方針等については、フロント部門の発議により経営層で構成するALM委員会で審議され、運用状況についてはミドル部門
が、市場リスクマネジメント要領に基づきモニタリングを行っています。モニタリング結果については、四半期ごとに経営層で構成
するリスクマネジメント委員会に報告されます。

（2）金利リスクの算定方法の概要
金利リスクの算出および管理については、国債等を対象に、市場金利が上方向に 200bp（2％）変動した時に受ける金利リスク量

の計測等により実施しております。

（3）金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益または経済的価値の増減額

（単位：百万円）

平成 19 年 3月期 平成 20 年 3月期

当社が内部管理上使用した金利ショックに対する損益・経済的価値の
増減額（上方向の 200bp 平行移動） △ 820 △ 529

オペレーショナル・リスクに関する事項



索引（法定開示項目一覧）
開示に関する項目（銀行法施行規則）
一 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項 有価証券に関する指標
イ　経営の組織　………………………………………………………………………… 3 （ 1）　商品有価証券の種類別（商品国債、商品地方債、商品政府保証
ロ　持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 債及びその他の商品有価証券の区分をいう。）の平均残高　 ………… 該当なし
（ 1）氏名　 ………………………………………………………………………… C2 （ 2）　有価証券の種類別（国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券
（ 2）各株主の持株数　 …………………………………………………………… C2 及び外国株式その他の証券の区分をいう。）の残存期間別の残高　 …………… 12
（ 3）発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合　 …………………… C2 （ 3）　国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種類別

ハ　取締役及び監査役の氏名及び役職名　…………………………………………… 2 （国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及び外国株式その他の
ニ　会計参与の氏名又は名称　………………………………………………………… － 証券の区分をいう。）の平均残高　 ……………………………………… 12
ホ　営業所の名称及び所在地　………………………………………………………… C2 （ 4）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期末値
ヘ　当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する事項　……………………… － 及び期中平均値　 ………………………………………………………… 11
ト　外国における法第二条第十四項各号に掲げる行為の受託者
に関する事項　 ……………………………………………………………………… － 信託業務に関する指標

（ 1）　信託財産残高表（注記事項を含む。） …………………………………… 13
二 銀行の主要な業務の内容（信託業務の内容を含む）　 ……………………………… 4 （ 2）　金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託

（以下「金銭信託等」という。）の受託残高　 ………………………… 13
三 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの （ 3）　元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された
イ　直近の事業年度における事業の概況　…………………………………………… 7 信託を含む。）の種類別の受託残高 ……………………………………… 該当なし
ロ　直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標 （ 4）　信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高　 …………………… 13
（ 1）　経常収益　 ……………………………………………………………………… 7 （ 5）　金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの運用残高　 … 13
（ 2）　経常利益又は経常損失　 ……………………………………………………… 7 （ 6）　金銭信託等に係る貸出金の科目別（証書貸付、手形貸付及び割引
（ 3）　当期純利益若しくは当期純損失　 …………………………………………… 7 手形の区分をいう。）の期末残高　 ……………………………………… 該当なし
（ 4）　資本金及び発行済株式の総数　 ……………………………………………… 7 （ 7）　金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高　 ……………………… 該当なし
（ 5）　純資産額　 ……………………………………………………………………… 7 （ 8）　担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用
（ 6）　総資産額　 ……………………………………………………………………… 7 の区分をいう。）の金銭信託等に係る貸出金残高　 …………………… 該当なし
（ 7）　預金残高　 ……………………………………………………………………… 7 （ 9）　使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の金銭信託
（ 8）　貸出金残高　 …………………………………………………………………… 7 等に係る貸出金残高　 …………………………………………………… 該当なし
（ 9）　有価証券残高　 ………………………………………………………………… 7 （10）　業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占
（10）　単体自己資本比率　 …………………………………………………………… 7 める割合　 ………………………………………………………………… 該当なし
（11）　配当性向　 ……………………………………………………………………… － （11）　中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金
（12）　従業員数　 ……………………………………………………………………… 7 の総額に占める割合　 …………………………………………………… 該当なし
（13）　信託報酬　 ……………………………………………………………………… 7 （12）　金銭信託等に係る有価証券の種類別（国債、地方債、短期社債、
（14）　信託勘定貸出金残高　 ………………………………………………………… 7 社債及び株式その他の証券の区分をいう。）の残高　 ………………… 13
（15）　信託勘定有価証券残高　 ……………………………………………………… 7
（16）　信託財産額　 …………………………………………………………………… 7 四 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項

イ　リスク管理の体制　………………………………………………………………… 5～ 6
ハ　直近の二事業年度における業務の状況を示す指標 ロ　法令遵守の体制　…………………………………………………………………… 6

主要な業務の状況を示す指標 五 銀行の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
（ 1）　業務粗利益及び業務粗利益率　 ……………………………………………… 10 イ　貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書　………………………… 8～ 9
（ 2）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収支、 ロ　貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支　 ……………………… 10 （ 1）　破綻先債権に該当する貸出金　 ………………………………………… 該当なし
（ 3）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘定 （ 2）　延滞債権に該当する貸出金　 …………………………………………… 該当なし

並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金利ざや　………… 10 （ 3）　三カ月以上延滞債権に該当する貸出金　 ……………………………… 該当なし
（ 4）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及び （ 4）　貸出条件緩和債権に該当する貸出金　 ………………………………… 該当なし

支払利息の増減　 ………………………………………………………………… 10 ハ　元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む。）
（ 5）　総資産経常利益率及び資本経常利益率　 …………………………………… 10 に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、三ヶ月以上延滞債権及び
（ 6）　総資産当期純利益率及び資本当期純利益率　 ……………………………… 10 貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額　 …………………… 該当なし

ニ　自己資本の充実の状況　…………………………………………………………… 14 ～ 19
預金に関する指標 ホ　次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
（ 1）　国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、定期 （ 1）　有価証券　 ………………………………………………………………… 12

性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高　 ……………………………… 11 （ 2）　金銭の信託　 ……………………………………………………………… 該当なし
（ 2）　固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の （ 3）　第十三条の三第一項第五号に掲げる取引　 …………………………… 該当なし

区分ごとの定期預金の残存期間別の残高　 …………………………………… 該当なし ヘ　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額　……………………………………… 該当なし
ト　貸出金償却の額　…………………………………………………………………… 該当なし

貸出金等に関する指標 チ　法第二十条第一項の規定により作成した書面について会社法第三百九十六条
（ 1）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、証書 第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨　 ……………………… 9

貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高　 …………………………………… 該当なし リ　銀行が貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について
（ 2）　固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の残高　 ……… 該当なし 金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は
（ 3）　担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用 監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨　 …………………………… 該当なし

の区分をいう。）の貸出金残高及び支払承諾見返額　 ……………………… 該当なし ヌ　単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨　 …………… 該当なし
（ 4）　使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の貸出金残高　 ………… 該当なし
（ 5）　業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合　 …………………… 該当なし ◇当社は、子会社・関連会社を有してはおらず、銀行法施行規則第十九条の三に係る開示事項は

ありません。（ 6）　中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合　 ……………… 該当なし
（ 7）　特定海外債権残高の五パーセント以上を占める国別の残高　 …………… 該当なし
（ 8）　国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期末値 資産の査定に関する事項及び期中平均値　 ………………………………………………………………… 該当なし

（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則）
対象となる債権その他の資産はありません。
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単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項（銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニに基づく平成十九年金融庁告示第十五号第二条第二項および第三項）

1　定性的な開示事項 2　定量的な開示事項
一 自己資本調達手段の概要　……………………………………………………………… 14 一 自己資本の構成に関する事項　………………………………………………………… 14

二 銀行の自己資本の充実度に関する評価方法の概要　………………………………… 14 二 自己資本の充実度に関する事項　……………………………………………………… 15

三 信用リスクに関する事項　……………………………………………………………… 16 三 信用リスク（信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクス
ポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。）に関する事項　 ……………… 16 ～ 17

四 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要　………………… 該当なし
四 信用リスク削減手法に関する事項　…………………………………………………… 該当なし

五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
リスク管理の方針及び手続の概要 　 ………………………………………………… 該当なし 五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに

関する事項　……………………………………………………………………………… 該当なし
六 証券化エクスポージャーに関する事項　……………………………………………… 18

六 証券化エクスポージャーに関する事項　……………………………………………… 18
七 マーケット・リスクに関する事項　…………………………………………………… 該当なし

七 マーケット・リスクに関する事項　…………………………………………………… 該当なし
八 オペレーショナル・リスクに関する事項　…………………………………………… 19

八 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項　…………… 19
九 銀行勘定における銀行法施行令第四条第四項第三号に規定する出
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